
局の動き�

独占禁止法講演会及び懇談会開催�

　公正取引委員会では、全国各地�において、独占禁止法講演会及び地方

有識者との懇談会を開催しており、沖縄地区では去る10月5日、那覇市内

のホテルにおいて開催さ�れました。�

　懇談会は、公正取引委員会の委�員と地方の有識者との懇談を通じ�て、

公正取引委員会の活動への理解を深め、地方における幅広い意見、要望

を把握し、今後の競争政策の適正な運用に資することを目的としています。�

　沖縄地区の懇談会では、経済界、消費者団体代表や学識経験者等12

人が出席し、主催者側から公正取引委員会の小林惇委員、小山沖縄総合

事務局長、笹本総務部長等が出席し地域で抱えている独占禁止法上の問

題について活発な意見交換が行われました。�

　また、当日は講演会も行われ、講演に先立ち小山沖縄総合事務局長、沖

縄県商工会議所連合会の崎間晃会長の挨拶があり、引き続き小林委員が

「２１世紀を見据えた競争政策ー競争環境の積極的な創造ー」の演題で講

演を行いました。�

　小林委員は、講演の中で、最近の公正取引委員会の取組について、①

独占禁止法違反行為への厳正・的確な対応、未然防止等②規制緩和の

促進と公正かつ自由な競争環境の創造③ＩＴ革命等の経済の構造的変

化に対応した新たな競争政策上の課題への対応④競争政策の国際的対

応の強化等の取組について説明を行いました。                                                              �

　本講演会には企業、商工団体、行政機関等から約３６０名が出席しました。�

普天間飛行場跡地利用計画関連�
情報連絡会議の開催について�
　普天間飛行場の跡地利用に関しては、

平成１１年１２月に「駐留軍用地跡地利用の

促進及び円滑化等に関する方針」が閣議

決定され、現在、同方針の実現に向けて各

省庁等で積極的に取り組んでいます。�

　具体的には本年８月に開催された「跡地

対策準備協議会」（官房長官主宰）におい

て、事務レベルの跡地対策に係る検討の中

間的整理が行われています。その中で「跡

地利用計画の策定を円滑に実施するため、

文化財、地形・地質、動植物等に関して既

存データをはじめとする関連情報について、

体系的に整理を進めるとともに、国、県、市

の担当窓口（沖縄総合事務局跡地利用対

策課、那覇防衛施設局施設企画課、沖縄

県振興開発室及び宜野湾市基地政策部）

を中心として関連情報の共有化を図る」とさ

れています。これを受けて、今回、現地での

関係機関による連絡会議を開催することと

なりました。�

　第１回目の会議は、９月６日に沖縄県庁で

開催され、各機関保有の既存データの体系

的整理の具体的な進め方等について議論

された結果、地形・地質に関するデータ（ボ

ーリングデータ）については年内に、文化財

及び動植物に関するデータは年度内にそれ

ぞれとりまとめること等が了解されました。１０

月１１日に沖縄県庁で開催された第２回目の

会議では、文化財については宜野湾市、ボ

ーリングデータについては沖縄総合事務局、

動植物については沖縄県がそれぞれとりまと

めること等が確認されました。�

　次回会議は１１月に宜野湾市での開催が

予定されており、今後月１回程度開催し、精

力的に作業を進めることとしています。�
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「運航監理官のしごと」�
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Ⅰ
は
じ
め
に�

　
海
上
運
送
の
秩
序
を
維
持
し
、海
上

運
送
事
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
目

的
で
昭
和
二
十
四
年
に
制
定
さ
れ
た「
海

上
運
送
法
」は
、制
定
後
、船
舶
の
大
型

化
・
高
速
化
等
近
代
化
が
図
ら
れ
、昭

和
四
十
年
代
、本
格
的
大
型
長
距
離
フ

ェ
リ
ー
の
就
航
を
見
る
に
至
り
、見
直
し

を
余
儀
な
く
さ
れ
昭
和
四
十
五
年
、旅

客
航
路
事
業
の
安
全
面
を
中
心
に
法

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
法
改
正
の
骨
子
は
、①
運
航
管
理
制

度 

②
輸
送
の
安
全
確
保
命
令
制
度 

③

免
許
基
準 

④
旅
客
の
安
全
を
害
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
禁
止
規
定
、の

四
点
を
中
心
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、そ

の
制
度
の
機
能
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
、

安
全
行
政
を
更
に
推
進
す
る
た
め
運

輸
本
省
、地
方
運
輸
局
に
設
置
さ
れ
た

職
務
が「
運
航
監
理
官
」で
あ
り
、総
合

事
務
局
に
は
昭
和
五
十
年
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
。�

Ⅱ
し
ご
と�

１
旅
客
を
運
送
す
る
事
業
の
許
可
及

　
び
事
業
計
画
変
更
認
可
に
係
る
安

　
全
上
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。�

①
具
体
的
に
は
、各
々
の
航
路
毎
に
使

　
用
す
る
旅
客
船
が
そ
の
構
造
、設
備
、

　
性
能
等
に
お
い
て
そ
の
航
路
の
自
然

　
的
性
質（
風
速
、波
高
、視
程
等
の
気

　
象
、海
象
）に
適
合
し
て
い
る
か
。�

②
け
い
留
施
設（
岸
壁
、桟
橋
、ポ
ン
ツ 

　
ー
ン
等
）、そ
の
他
の
輸
送
施
設（
可

　
道
橋
、人
道
橋
、待
合
室
、営
業
所
、

　
駐
車
場
等
）の
構
造
、設
備
、能
力
等
が
、

　
当
航
路
の
輸
送
需
要
の
性
質
に（
利
用

　
者
が
主
に
観
光
客
か
、通
勤
・
通
学
主

　
体
か
、又
は
自
動
車
航
送
を
伴
う
か
等
）

　
適
応
し
て
い
る
か
、否
か
を
審
査
す
る
。�

２
運
航
管
理
規
程（
運
航
基
準
、作
業
基

　
準
、事
故
処
理
基
準
を
含
む
。）の
審
査

　
及
び
改
善
・
指
導
に
関
す
る
こ
と
。�

①
運
航
基
準�

　
　
運
航
管
理
規
程
に
基
づ
き
、航
路
毎

　
に
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
基
準
を
明

　
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
航
海
の
安
全
を 

　
確
保
す
る
。（
発
航
・
入
港
の
中
止
等
の

　
基
準
を
規
定
す
る
。）　�

②
作
業
基
準�

　
　
運
航
管
理
規
程
に
基
づ
き
、各
航
路

　
毎
の
作
業
に
関
す
る
基
準
を
明
確
に
し
、

　
輸
送
に
関
す
る
作
業
の
安
全
を
確
保

　
す
る
。（
陸
上
・
船
内
作
業
体
制
、乗
・
下

　
船
作
業
、旅
客
の
遵
守
事
項
等
を
規
定

　
す
る
。）�

③
事
故
処
理
基
準�

　
　
運
航
中
の
船
舶
の
事
故
に
関
し
、運

　
航
管
理
規
程
の
運
用
基
準
を
明
確
に

　
し
、事
故
処
理
を
迅
速
、適
切
に
実
施

　
し
、人
命
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も

　
に
事
故
の
原
因
等
を
究
明
し
、将
来
の

　
安
全
運
航
に
資
す
る
。　�

３
運
航
管
理
者
の
資
格
要
件
に
関
す
る

　
審
査
、解
任
の
命
令
等
。�

４
運
航
管
理
者
の
研
修
の
企
画
・
実
施
に

　
関
す
る
こ
と
。�

５
旅
客
船
の
運
航
管
理
に
関
す
る
監
査
、�

　
指
導
に
関
す
る
こ
と
。（
使
用
船
舶
、事

　
業
場
等
に
臨
ん
で
帳

　
簿
書
類
等
の
検
査
を

　
す
る
。
）�

６
旅
客
船
の
事
故
の
原

　
因
調
査
、
運
航
開
始

　
前
の
安
全
確
認
検
査

　
等
、旅
客
船
に
よ
る
輸

　
送
安
全
確
保
の
監
督

　
に
関
す
る
こ
と
。�

Ⅲ
終
わ
り
に�

　
以
上
、「
運
航
監
理
官

の
し
ご
と
」に
つ
い
て
述
べ

ま
し
た
が
、未
然
に
事
故

を
防
ぎ
旅
客
船
の
安
全

運
航
を
推
進
す
る
た
め

の
監
督
業
務
が
主
で
す
。

ま
た
、先
の
海
上
運
送
法

改
正（
平
成
十
二
年
十
月

一
日
施
行
）に
よ
り
、今
ま

で
法
の
規
制
対
象
外
に

あ
っ
た
五
ト
ン
未
満
、旅

客
定
員
十
二
名
以
下
で
、

旅
客
の
運
送
を
す
る
小

型
船
舶
等
も
利
用
者
の

安
全
確
保
の
た
め
運
航

管
理
規
程
、運
航
管
理
者

の
選
任
届
出
の
義
務
等

が
課
せ
ら
れ
た
。今
回
の

改
正
は
輸
送
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
・
高
度
化
に
対
応
し

需
給
調
整
を
廃
止
し
、運

賃
規
制
を
緩
和
し
ま
し

た
が
、安
全
面
の
規
制
は
一

段
と
厳
し
く
し
て
い
ま
す
。�


